
名　　称 単価（税抜） 金額（税抜） 備　　考

共通 1 マンホールポンプ施設維持管理業務委託 12 箇月

2 マンホールポンプ保守点検委託 1 式 別紙1内訳書
緊急点検については、実績の点検回数に
応じた費用を支払うものとする。

3 マンホールポンプ監視システム保守管理業務委託 1 式 4,250,400

1 箇所 （手続費）

12 箇月

4 箇所 （手続費）

12 箇月

2 箇所 （手続費）

12 箇月

4 箇所 （手続費）

12 箇月

8 マンホールポンプ修繕 1 式 7,000,000
特記仕様書に基づき、実施した修繕等に
応じた費用を支払うものとする。

9 マンホールポンプ清掃・浚渫・産業廃棄物処理処分委託 1 式 870,000
特記仕様書に基づき、実施した清掃等に
応じた費用を支払うものとする。

10 マンホールポンプ保守点検委託 1 式 別紙2内訳書
緊急点検については、実績の点検回数に
応じた費用を支払うものとする。

11 マンホールポンプ監視システム保守管理業務委託 1 式 469,200

3 箇所 （手続費）

12 箇月

13 マンホールポンプ修繕 1 式 1,200,000
特記仕様書に基づき、実施した修繕等に
応じた費用を支払うものとする。

14 マンホールポンプ清掃・浚渫・産業廃棄物処理処分委託 1 式 500,000
特記仕様書に基づき、実施した清掃等に
応じた費用を支払うものとする。

合計 （手続費を除く）

業務価格 万円止め

消費税等相当額（10％）

手続費 （消費税対象外）

契約限度金額

※

※

5 （津）自家用電気工作物保安管理業務委託

6

　契約期間内に経済事情による物価変動等が発生し、単価が不適当になった場合や施設の増減により予定数量が変更に
なる時は、発注者と受注者が協議の上、契約限度金額又は予定数量を変更することができる。
　なお、変更金額が他の業務を含め契約限度金額以内であれば、発注者と受注者が協議し、書面をもって単価の変更をす
ることができるもとする。

　契約限度金額は、予定数量に基づく限度金額であり、確定金額ではありません。このため、発注者の都合により契約限度
金額に満たない場合が生じても、異議の申し出又は損害賠償の請求をすることができません。

（湖）自家用電気工作物保安管理業務委託

7 （藤）自家用電気工作物保安管理業務委託
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12 自家用電気工作物保安管理業務委託

委　託　業　務　内　訳　表

予定数量
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4 （城）自家用電気工作物保安管理業務委託


